
営業の状況［貸出業務］

Daito Bank Report 2021

営
業
の
状
況

2022/01/20 19:27:39 / 21814596_株式会社大東銀行_ディスクロージャー誌（中間）

貸出業務

貸出金期末残高 (単位:百万円)

区　　分
2020年9月30日 2021年9月30日

国内業務部門 国際業務部門 合　　計 国内業務部門 国際業務部門 合　　計
貸出金 手形貸付 12,829 ─ 12,829 9,869 ─ 9,869

証書貸付 518,692 ─ 518,692 561,042 ─ 561,042
当座貸越 36,052 ─ 36,052 37,242 ─ 37,242
割引手形 611 ─ 611 483 ─ 483
合　　計 568,185 ─ 568,185 608,638 ─ 608,638

貸出金期中平均残高 (単位:百万円)

区　　分
2020年9月中間期 2021年9月中間期

国内業務部門 国際業務部門 合　　計 国内業務部門 国際業務部門 合　　計
貸出金 手形貸付 13,728 ─ 13,728 10,824 ─ 10,824

証書貸付 500,807 ─ 500,807 550,316 ─ 550,316
当座貸越 38,121 ─ 38,121 35,330 ─ 35,330
割引手形 837 ─ 837 575 ─ 575
合　　計 553,494 ─ 553,494 597,046 ─ 597,046

貸出金の残存期間別残高 (単位:百万円)

区　　分 2020年9月30日 2021年9月30日
貸出金 1年以下 28,866 26,199

1年超3年以下 42,567 48,878
3年超5年以下 58,606 59,673
5年超7年以下 61,796 60,437
7年超 340,296 376,207
期間の定めのないもの 36,052 37,242
合　計 568,185 608,638

変動金利 1年以下
1年超3年以下 10,794 9,788
3年超5年以下 16,858 13,494
5年超7年以下 15,011 13,020
7年超 223,240 244,004
期間の定めのないもの 323 242

固定金利 1年以下
1年超3年以下 31,773 39,090
3年超5年以下 41,748 46,178
5年超7年以下 46,784 47,417
7年超 117,055 132,202
期間の定めのないもの 35,729 36,999

個人ローン残高 (単位:百万円)

区　　分 2020年9月30日 2021年9月30日
住宅ローン 165,485 192,864
消費者ローン 16,765 15,927

合　計 182,251 208,791

(注) 残存期間1年以下の貸出金については、変動金利、固定金利の区別をしておりません。
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業種別貸出状況 (単位:百万円)

区　　分
2020年9月30日 2021年9月30日

貸出先数 貸出金残高 構成比 貸出先数 貸出金残高 構成比
製造業 706先 44,397 7.81％ 701先 42,344 6.96％
農業,林業 68 996 0.18 60 1,028 0.17
漁業 1 285 0.05 1 270 0.04
鉱業,採石業,砂利採取業 13 650 0.11 11 519 0.09
建設業 1,252 36,524 6.43 1,303 41,252 6.78
電気・ガス・熱供給・水道業 100 26,575 4.68 102 28,073 4.61
情報通信業 34 3,068 0.54 32 2,915 0.48
運輸業,郵便業 241 21,917 3.86 249 21,064 3.46
卸売業,小売業 1,084 37,735 6.64 1,081 39,889 6.55
金融業,保険業 52 35,559 6.26 52 38,879 6.39
不動産業,物品賃貸業 1,169 57,360 10.09 1,110 57,182 9.39
各種サービス業 1,513 52,483 9.24 1,555 53,984 8.87
地方公共団体 30 66,460 11.70 32 70,846 11.64
その他 24,170 184,168 32.41 23,940 210,387 34.57

合　計 30,433 568,185 100.00 30,229 608,638 100.00

貸出金使途別残高・構成比 (単位:百万円)

区　　分
2020年9月30日 2021年9月30日

貸出金残高 構　成　比 貸出金残高 構　成　比
設備資金 271,975 47.87％ 296,339 48.69％
運転資金 296,210 52.13 312,299 51.31

合　計 568,185 100.00 608,638 100.00

中小企業等に対する貸出金 (単位:百万円)

区　　分 2020年9月30日 2021年9月30日
総貸出金(A) 貸出先数 30,433先 30,229先

残高 568,185 608,638
中小企業等 貸出先数 30,290先 30,099先
貸出金(B) 残高 421,610 457,688
(B)／(A) 貸出先数 99.53％ 99.56％

残高 74.20％ 75.19％

リスク管理債権 (単位:百万円)

区　　分 2020年9月30日 2021年9月30日
破綻先債権額 211 332
延滞債権額 12,377 15,673
3カ月以上延滞債権額 ― ―
貸出条件緩和債権額 1,696 2,043

合　計 14,284 18,049

(注) 中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売
業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業等であります。

(注) 破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権、貸出条件緩和債権の内容については、12ページに記載のとおりであります。
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金融再生法開示債権 (単位:百万円)

区　　分 2020年9月30日 2021年9月30日
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 2,701 3,107
危険債権 9,923 12,920
要管理債権 1,696 2,043
(計) （14,321） （18,071）
正常債権 557,096 593,503

合　計 571,418 611,575

支払承諾の残高内訳 (単位:百万円)

区　　分 2020年9月30日 2021年9月30日
口　数 金　額 口　数 金　額

手形引受 ―件 ― ―件 ―
信用状 ― ― ― ―
保証 150 728 141 736

合　計 150 728 141 736

支払承諾見返の担保別内訳 (単位:百万円)

区　　分 2020年9月30日 2021年9月30日
有価証券 ─ ―
債権 ─ ―
商品 ─ ―
不動産 8 18
その他 13 13
計 22 32
保証 ─ ―
信用 706 704

合　計 728 736
　

貸出金の担保別内訳 (単位:百万円)

区　　分 2020年9月30日 2021年9月30日
有価証券 208 181
債権 ─ ―
商品 ─ ―
不動産 43,582 40,347
その他 2,492 2,202
計 46,283 42,731
保証 271,320 318,977
信用 250,582 246,928

合　計 568,185 608,638
　

貸倒引当金明細表 (単位:百万円)

区　　分
2020年9月中間期 2021年9月中間期

前期末残高
(2020年3月31日)

当期増加額
当期減少額 当期末残高

(2020年9月30日)
前期末残高
(2021年3月31日)

当期増加額
当期減少額 当期末残高

(2021年9月30日)目的使用 その他 目的使用 その他
貸倒引当金 一般貸倒引当金 696 748 ─ 696 748 762 741 ─ 762 741

個別貸倒引当金 1,577 1,697 ─ 1,577 1,697 1,972 2,127 ─ 1,972 2,127
合　計 2,274 2,446 ─ 2,274 2,446 2,735 2,869 ─ 2,735 2,869

　資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（1998年法律第132号）第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債
（当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商
品取引法（1948年法律第25号）第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。）、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息
及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合
のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分する
ものであります。

1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対
する債権及びこれらに準ずる債権であります。

2. 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りが
できない可能性の高い債権であります。

3. 要管理債権
要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権であります。

4. 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権でありま
す。

特定海外債権残高
　該当ありません。

(注) 当期減少額（その他）の欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金……洗替による取崩額

貸出金償却額
　該当ありません。
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